
もの忘れ予防検診の実施について

☞ 認知症の早期診断及び早期対応を促進するため、もの忘れ予防検診を新たに実施する。

（１）対象者 本年度中に６５歳・７０歳・７５歳となる区民
※ 特別養護老人ホーム、認知症グループホームの入所者や既に認知症の診断を受けている者は除く。

（２）費用 無料
（３）実施期間 令和７年８月１日（金）～令和８年１月３１日（土）
（４）検査方法 長谷川式認知症スケール（ＨＤＳーＲ）

※ 本検査はスクリーニング検査（認知症の確定診断をするものではない。）であり、認知機能障害の疑い
があると判定された受診者に対しては必要な医療・介護サービス等の支援につなげていく。

（５）実施医療機関 区内５９医療機関（令和７年５月１５日現在）

７月１日 「区のおしらせ ちゅうおう」・区ホームページへの掲載
７月下旬 検診の案内（受診票、実施医療機関名簿、自分でできる認知症の気づきチェックリスト等）を対象者へ個別送付

１１月中旬 未受診者へ勧奨通知を送付

１．実施概要

２．周知方法等

【参考：検診事業の流れ】

中央区 対象者 医療機関
①検診案内(受診票等)送付

②予約・受診

③結果説明（必要に応じて
専門医療機関の紹介等）

④実施報告・検診料請求

⑤検診料支払い
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